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　特許第５９１１７８５号発明「光学積層体」の特許異議申立事件につい
て，次のとおり決定する。

結　論
　特許第５９１１７８５号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。

理　由
１　手続の経緯
　特許第５９１１７８５号（請求項の数４。以下，「本件特許」という。）
に係る出願（優先権主張　平成１９年３月３１日）は，平成２０年３月２７
日に出願した特願２００８－８４７１６号（以下，「原出願」という。）の
一部を平成２４年１０月２４日に新たな特許出願としたものであって，平成
２８年４月８日に本件特許の設定登録がされた（平成２８年４月２７日特許
掲載公報発行）。
　これに対し，同年１０月２７日に特許異議申立人より本件特許の請求項１
ないし４に係る特許について特許異議の申立てがされ，平成２９年１月２５
日付けで特許権者に取消理由が通知され，同年３月２４日に特許権者より意
見書が提出され，同年３月３０日付けで特許権者に取消理由通知（決定の予
告）がされ，同年５月２３日に特許権者より意見書が提出された。

２　本件特許の請求項１ないし４に係る発明
　本件特許の請求項１ないし４に係る発明（以下，それぞれを「本件特許発
明１」ないし「本件特許発明４」といい，これらを総称して「本件特許発
明」という。）は，それぞれ，請求項１ないし４に記載された事項により特
定されるとおりのものと認められるところ，請求項１ないし４の記載は次の
とおりである。

「【請求項１】
　透光性基体の片面又は両面に，直接又は他の層を介して，少なくとも透光
性微粒子を含有する，光学機能層を一層設けた光学積層体において，前記透
光性微粒子の光学機能層中における面積分散バラツキの標準偏差が
０．０４～０．２０の範囲にあり，光学積層体は次式（１）～（４）を充足
する内部ヘイズ値（Ｘ）と全ヘイズ値（Ｙ）を有することを特徴とする光学
積層体。
Ｙ＞Ｘ　　　　　（１）
Ｙ≦Ｘ＋１１　　（２）
Ｙ≦２８．５　　（３）
Ｘ≧１５　　　　（４）
【請求項２】
　前記透光性微粒子が，その個数の９５％以上が電子顕微鏡による粒径の実
測値で１～２０μｍの範囲にある透光性球状樹脂微粒子である，請求項１記



載の光学積層体。
【請求項３】
　前記光学機能層が，少なくとも放射線硬化型樹脂と，１種又は複数種の低
屈折性透光性微粒子及び１種又は複数種の高屈折性透光性微粒子とを含有す
る，請求項１又は２記載の光学積層体。
【請求項４】
　前記放射線硬化型樹脂と前記低屈折性透光性微粒子の屈折率差
が±０．０５以下の範囲にあり，且つ，前記放射線硬化型樹脂と前記高屈折
性透光性微粒子の屈折率差が０．０５以上の範囲にある，請求項３記載の光
学積層体。」

３　取消理由通知（決定の予告）の概要
　本件特許発明１ないし４に係る特許に対して平成２９年３月３０日付け取
消理由通知（決定の予告）により通知された取消理由（以下，当該取消理由
を「本件取消理由」という。）は，概略次のとおりである。

　本件特許発明１ないし４に係る特許は，特許法３６条６項１号に規定する
要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。

４　本件取消理由の成否についての判断
（１）　特許法３６条６項は，「特許請求の範囲は，次の各号に適合するも
のでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けよう
とする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定してい
る（以下，「サポート要件」という。）ところ，特許請求の範囲の記載が当
該サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な
説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な
説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明
の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳
細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発
明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断
すべきものであり，特に，いわゆるパラメータ発明において，特許請求の範
囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するためには，発明の詳細な説明
は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味
が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度
に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範
囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる
程度に具体例を開示して記載することを要するものと解される（知財高裁　
平成１７年１１月１１日判決　平成１７年（行ケ）第１００４２号）。

（２）　以上の観点から，本件について検討すると，本件特許発明１ないし
４は前記２で認定したとおりのものであるところ，当該発明は，いずれも，
「透光性微粒子の光学機能層中における面積分散バラツキの標準偏差」（以
下，「分散度パラメータ」という。）が０．０４ないし０．２０の範囲にあ
るとの構成要件（以下，「第１構成要件」という。），及び内部ヘイズ値
（Ｘ）と全ヘイズ値（Ｙ）が式（１）ないし（４）を充足するとの構成要件
（以下，「第２構成要件」という。）を有している。

（３）　一方，本件特許の明細書（以下，単に「本件明細書」という。）の
発明の詳細な説明には，次の記載がある。（記載中に付されていた下線は省
略した。下記摘記中の下線は，後述する発明の詳細な説明の記載事項の認定
に特に関係する箇所を示す。）
　ア　「【技術分野】
【０００１】
　本発明は，液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やプラズマディスプレイ
（ＰＤＰ）等のディスプレイ表面に設ける光学積層体に関し，特に画面の視
認性を改善するための光学積層体に関する。」
　イ　「【背景技術】
【０００２】



・・・中略・・・
【０００３】
　これらのディスプレイは，表示装置表面に蛍光燈などの室内照明，窓から
の太陽光の入射，操作者の影などの写り込みにより，画像の視認性が妨げら
れる。そのため，ディスプレイ表面には，画像の視認性を向上するために，
表面反射光を拡散し，外光の正反射を抑え，外部環境の写り込みを防ぐこと
ができる（防眩性を有する）微細凹凸構造を形成させた防眩フィルムなど
の，機能性フィルムが最表面に設けられている（従来ＡＧ）。
・・・中略・・・
【０００６】
　最表面に防眩フィルムを用いた場合には，明るい部屋での使用の際に，光
の拡散により黒表示の画像が白っぽくなり，コントラストの低下する問題が
有った。このため，防眩性を低減させてでも，高コントラストが達成できる
防眩フィルムが求められている（高コントラストＡＧ）。
・・・中略・・・
【０００８】
　一方で，防眩フィルムを最表面に用いた場合には，微細凹凸構造に起因す
ると思われるギラツキ（輝度の強弱の部分）が表面に発生し視認性を低下さ
せる問題がある。このギラツキは，ディスプレイの画素数の増加に伴う画素
の精細化，及び画素分割方式などのディスプレイの技術の向上に伴い発生し
やすくなり，ギラツキ防止効果を持った防眩フィルムが求められている（高
精細ＡＧ）。
【０００９】
・・・中略・・・また画面への外光の写り込み，ギラツキ現象や白味のバラ
ンスを調整する方法として，特許文献２及び特許文献３のように表面ヘイズ
と内部ヘイズの範囲を細かく規定したりする方法も開発が進められてい
る。」
　ウ　「【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このように，防眩機能，高コントラスト，ギラツキ防止という解決課題は
存在しているものの，一方の性質を追求すると他方の性質が犠牲になるとい
うトレードオフの関係にある。したがって，透光性基体上に１層積層した構
成でこれら機能を満足するものは，いまだ存在しない。そこで，これら機能
を同時に付与する方法として，多層に積層した膜やフィルム表面の形状など
の開発が進められているが，多層化により複数回透光性基体上に塗工する工
程が必要となりコストが多く掛かる。また，多層化による各層間のバランス
を調整することが難しく，実際には使用する目的に応じてこれら機能の一部
を選択・実現しているに過ぎない。
【００１１】
　そこで，本発明は，防眩機能，高コントラスト及びギラツキ防止の機能
（特に，高い防眩性とギラツキ防止の機能）をバランスよく備えた，高精細
なＬＣＤにも適用可能な光学積層体を提供すること，特に，透光性基体上に
１層積層した構成でこれら機能が達成された光学積層体を提供することを目
的とする。」
　エ　「【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者は，高い防眩性を有し，且つ，ギラツキを抑える方策を鋭意研究
の結果，光学積層体の光学機能層の透光性微粒子の分散度が重要であること
を見出し，本発明（１）～（４）を完成させるに至ったものである。
【００１３】
　本発明（１）は，透光性基体の片面又は両面に，直接又は他の層を介し
て，少なくとも透光性微粒子を含有する，光学機能層を一層設けた光学積層
体において，前記透光性微粒子の光学機能層中における面積分散バラツキの
標準偏差が０．０４～０．２０の範囲にあり，光学積層体は次式（１）～
（４）を充足する内部ヘイズ値（Ｘ）と全ヘイズ値（Ｙ）を有することを特
徴とする光学積層体である。
Ｙ＞Ｘ　　　　　（１）
Ｙ≦Ｘ＋１１　　（２）
Ｙ≦２８．５　　（３）
Ｘ≧１５　　　　（４）」



　オ　「【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば，光学機能層が一層構造である場合であっても，高い防眩
性を担保しつつ，ギラツキも高程度に抑制された光学積層体を提供すること
ができるという効果を奏する。」
　カ　「【００３１】
　本最良形態に係る光学機能層において，透光性微粒子の分散状態は，光学
機能層中に均一分散している状態でもなく，また，凝集している状態でもな
く，前記の均一分散と凝集の中間的な状態である。図１は，当該状態を示し
た電子写真である。ここで，「面積分散バラツキの標準偏差」と
は，５０μｍ四方の区画を無作為に１００区画抽出し，その中に含まれる粒
子の数を算出し，各々格子中の粒子の数の標準偏差の値を，１００区画中の
平均粒子数で除した値を示す。本発明における面積分散バラツキの標準偏差
は，０．０４～０．２０であることが好ましく，０．０６～０．１５でより
好ましく，０．０８～０．１３で更に好ましい。」
　キ　「【００４７】
　当該光学積層体は，次式（１）～（４）を充足する内部ヘイズ値（Ｘ）と
全ヘイズ値（Ｙ）を有することが好適である。ここで，「全ヘイズ値」は，
光学積層体のヘイズ値を指し，「内部ヘイズ値」は，光学積層体の微細凹凸
形状表面に，粘着剤付透明性シートを貼り合わせた状態のもののヘイズ値か
ら粘着剤付透明性シートのヘイズ値を引いた値を指す。尚，いずれのヘイズ
値も，ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従い測定した値を指す。
【００４８】
Ｙ＞Ｘ　　　　（１）
Ｙ≦Ｘ＋１１　（２）
Ｙ≦５０　　　（３）
Ｘ≧１５　　　（４）
【００４９】
　ここで，Ｙ＞Ｘ＋１１の範囲では，表面での光拡散効果が大きくなること
により表面が白っぽくなり，コントラストが低下する。好ましい範囲
は，Ｘ＋１＜Ｙ＜Ｘ＋８で，より好ましくはＸ＋２≦Ｙ≦Ｘ＋６である。
Ｙ≦Ｘ＋１１，Ｙ＞５０の範囲では，透過率が減少する一方白画像表示に着
色が確認され，視認性が低下する。Ｘ＜１５の範囲では，内部拡散効果が不
十分でギラツキが発現する。好ましい範囲は，１８＜Ｘ＜４０，より好まし
くは２５≦Ｘ≦３５である。」
　ク　「【００６９】
　実施例１～４及び比較例１～４で得られた光学積層体（光学機能層フィル
ム）を用い，全光線透過率，透過像鮮明度（透過画像鮮明度），防眩性，コ
ントラスト及びギラツキについて，下記方法により測定及び評価した。
【００７０】
全光線透過率
　ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従い，ヘイズメーター（商品名：ＮＤＨ２０００，
日本電色社製）を用いて測定
透過像鮮明度
　ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従い，写像性測定器（商品名：ＩＣＭ－１ＤＰ，ス
ガ試験機社製）を用い，測定器を透過モードに設定し，光学くし幅
０．５ｍｍにて測定
ヘイズ値
　ヘイズ値は，ＪＩＳ　Ｋ７１０５に従い，ヘイズメーター（商品
名：ＮＤＨ２０００，日本電色社製）を用いて測定した。
　「内部ヘイズ値」は，光学積層フィルムの微細凹凸形状表面に，粘着剤付
透明性シートを貼り合わせた状態のもののヘイズ値から粘着剤付透明性シー
トのヘイズ値を引いた値である。
　内部ヘイズを測定する際に使用した粘着剤付透明性シートは，以下の通り
である。
透明性シート：成分　ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）
　　　　　　　厚さ　３８μｍ
粘着材層　　：成分　アクリル系粘着剤
　　　　　　　厚さ　１０μｍ
粘着剤付透明性シートのヘイズ　３．４２



防眩性
　防眩性は，透過画像鮮明度の値が０～３０のとき◎，３１～７０のとき
○，７１～１００のとき×とした。
コントラスト
　コントラストは各実施例及び各比較例の光学積層体形成面と反対面に，無
色透明な粘着層を介して液晶ディスプレイ（商品名：ＬＣ－３７ＧＸ１Ｗ，
シャープ社製）の画面表面に貼り合せ，液晶ディスプレイ画面の正面上方
６０°の方向から蛍光灯（商品名：ＨＨ４１２５ＧＬ，ナショナル社製）に
て液晶ディスプレイ表面の照度が２００ルクスとなるようにした後，液晶
ディスプレイを白表示及び黒表示としたときの輝度を色彩輝度計（商品
名：ＢＭ－５Ａ，トプコン社製）にて測定し，得られた黒表示時の輝度

（ｃｄ／ｍ２）と白表示時の輝度（ｃｄ／ｍ２）を以下の式にて算出した
時の値が，６００～８００のとき×，８０１～１０００のとき
○，１００１～１２００のとき◎とした。
　　　　　　　コントラスト＝白表示の輝度／黒表示の輝度
ギラツキ
　ギラツキは，各実施例及び各比較例の光学積層体形成面と反対面に，無色
透明な粘着層を介して解像度が５０ｐｐｉの液晶ディスプレイ（商品
名：ＬＣ－３２ＧＤ４，シャープ社製）と，解像度が１００ｐｐｉの液晶
ディスプレイ（商品名：ＬＬ－Ｔ１６２０－Ｂ，シャープ社製）と，解像度
が１２０ｐｐｉの液晶ディスプレイ（商品名：ＬＣ－３７ＧＸ１Ｗ，シャー
プ社製）と，解像度が１４０ｐｐｉの液晶ディスプレイ（商品
名：ＶＧＮ－ＴＸ７２Ｂ，ソニー社製）と，解像度が１５０ｐｐｉの液晶
ディスプレイ（商品名：ｎｗ８２４０－ＰＭ７８０，日本ヒューレットパッ
カード社製）と，解像度が２００ｐｐｉの液晶ディスプレイ（商品
名：ＰＣ－ＣＶ５０ＦＷ，シャープ社製）の画面表面にそれぞれ貼り合わ
せ，暗室にて液晶ディスプレイを緑表示とした後，各液晶ＴＶの法線方向か
ら解像度２００ｐｐｉのＣＣＤカメラ（ＣＶ－２００Ｃ，キーエンス社製）
にて撮影した画像において，輝度バラツキが確認されない時の解像度の値
が，０～５０ｐｐｉのとき×，５１～１４０ｐｐｉのとき
○，１４１～２００ｐｐｉのとき◎とした。
【００７１】
　上記評価方法による評価結果を表７に示す。
【００７２】
【表７】

」

（４）ア　前記（３）イには，防眩フィルムにおいて，画面への外光の写り
込み，ギラツキ現象や白味のバランスを調整するために，従来，表面ヘイズ
と内部ヘイズの範囲を規定する方法等があったことが記載され，前記（３）
ウには，防眩機能，高コントラスト及びギラツキ防止の機能はトレードオフ
の関係にあり，透光性基体上に光学機能層を一層積層した構成でこれら機能
を満足するものが存在しなかったことが記載されているところ，これらの記
載から，本件特許発明が解決しようとする課題は，透光性基体上に１層積層
した構成で，防眩機能，高コントラスト及びギラツキ防止の機能，特に，高
い防眩性とギラツキ防止の機能をバランスよく備えた光学積層体を提供する
ことにあると認められる。
　イ　また，前記（３）エ及びオには，高い防眩性を有し，かつ，ギラツキ
を抑えるためには，「光学機能層の透光性微粒子の分散度」が重要であるこ
と，及び，本件特許の請求項１に記載された構成要件を採用することで，光
学機能層が一層構造である場合であっても，高い防眩性を担保しつつ，ギラ
ツキも高程度に抑制された光学積層体を提供することができるという効果が



得られることを見いだしたことが記載されていると認められるところ，前記
（３）カの記載から，「光学機能層の透光性微粒子の分散度」を規定するパ
ラメータが第１構成要件の「分散度パラメータ」であることを把握でき，か
つ，前記（３）キの記載から，第２構成要件も，課題の解決に寄与すること
が理解される。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明から，本件特許
発明は，発明の課題を解決するための主な手段として，第１構成要件と第２
構成要件（前記（２）参照）を採用したものと理解される。
　ウ　そして，前記（３）クには，本件特許発明の具体例としての実施例１
ないし４と比較例１ないし４とが記載されており，それらの防眩性，コント
ラスト及びギラツキの評価が，実施例１ないし４ではいずれの項目も◎又は
○であり，×が存在しないのに対して，比較例１ないし４では少なくとも一
つの項目で×であることが示されている。当該評価結果及び前記（３）クに
記載された各評価項目の説明から，前記アで認定した発明の課題における
「防眩機能，高コントラスト及びギラツキ防止の機能」を「バランスよく備
える」とは，防眩機能については，光学くし幅０．５ｍｍにて測定した透過
画像鮮明度の値が７０以下であり，コントラストについては，所定の測定条
件で測定した「白表示の輝度／黒表示の輝度」の値が８０１以上であり，ギ
ラツキについては，所定の条件で撮影した画像において輝度バラツキが確認
されないときの解像度の値が５１ｐｐｉ以上であることを指していると解さ
れる。

（５）ア　前記（２）及び前記（４）イに照らせば，本件特許発明は，いわ
ゆるパラメータ発明に該当する。
　そこで，前記（１）に鑑み，まず，本件明細書の発明の詳細な説明が，特
許法４４条２項の規定により本件特許に係る出願の出願時とみなされる原出
願の出願時（以下，単に「本件特許の出願時」という。）の技術常識を参酌
して，「分散度パラメータ」，「内部ヘイズ値（Ｘ）」及び「全ヘイズ値
（Ｙ）」が第１構成要件及び第２構成要件に規定される範囲内であれば，前
記（４）アで認定した所望の効果を得られると当業者において認識できる程
度に具体例を開示して記載したものといえるのか否かについて検討する。
　イ　【００７２】（前記（３）ク）の【表７】によれば，実施例１ないし
４の全ヘイズ値（Ｙ）はそれぞれ２７．５，２７．８，２６．５及び
２８．５であり，内部ヘイズ値（Ｘ）はそれぞれ
２３．５，２３．３，２４．０及び２３．５であり，「分散度パラメータ」
はそれぞれ０．０９，０．１０，０．０６及び０．１９である。
　一方，比較例１ないし４の全ヘイズ値（Ｙ）はそれぞれ
３０．５，４８．５，３０．５及び１．５であり，内部ヘイズ値（Ｘ）はそ
れぞれ２２．１，３６．５，４．２及び０．２であり，「分散度パラメー
タ」はそれぞれ０．３１，０．０３，０．３５及び１．１２である。
　ウ　ここで，実施例１ないし４及び比較例１ないし４の全ヘイズ値（Ｙ）
及び内部ヘイズ値（Ｘ）を，縦軸を全ヘイズ値（Ｙ）とし横軸を内部ヘイズ
値（Ｘ）としたグラフにプロットするとともに，式（１）ないし（４）を記
入すると，次の参考図のとおりである。
【参考図】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　エ　実施例１ないし４の「分散度パラメータ」は，第１構成要件の
「０．０４ないし０．２０」という範囲のうちの大部分（０．０６ないし
０．１９）をカバーしている。
　一方で，前記参考図から明らかなように，実施例１ないし４の内部ヘイズ
値（Ｘ）及び全ヘイズ値（Ｙ）は，式（１）ないし（４）を満足する内部ヘ
イズ値（Ｘ）及び全ヘイズ値（Ｙ）の範囲（参考図における斜線部分）のう
ちのきわめて狭い領域（内部ヘイズ値（Ｘ）では２３．３ないし２４．０の
範囲，全ヘイズ値（Ｙ）では２６．５ないし２８．５の範囲）に集中してい
る。
　このような実施例１ないし４が，内部ヘイズ値（Ｘ）及び全ヘイズ値
（Ｙ）が式（１）ないし（４）を満足し（第２構成要件，参考図における斜
線部分），さらに，「分散度パラメータ」が０．０４ないし０．２０という
範囲にある（第１構成要件）ことで，課題を解決し，「防眩機能，高コント
ラスト及びギラツキ防止の機能」を「バランスよく備える」との実施例１な
いし４と同様の効果が得られることを裏付けているとは到底いえない。
　また，そもそも，内部ヘイズ値（Ｘ）をＸとし全ヘイズ値（Ｙ）をＹとす
るＸＹ平面において，実施例１ないし４と比較例１ないし４との間には，式
（１）ないし（４）に対応する４つの直線以外にも様々な境界線を想定する
ことができるのであって，たとえ本件特許の出願時の技術常識を参酌して
も，本件明細書の発明の詳細な説明の記載からは，各実施例のような「防眩
機能，高コントラスト及びギラツキ防止の機能」を「バランスよく備える」
ものと，各比較例のような各機能のうち少なくとも一つが劣ったものとの境
界線が，式（１）ないし（４）に対応する４つの直線であると，当業者が理
解することはできない。
　したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件特許の出願時の技術
常識を参酌して，「分散度パラメータ」，「内部ヘイズ値（Ｘ）」及び「全



ヘイズ値（Ｙ）」が第１構成要件及び第２構成要件に規定される範囲内であ
れば，前記（４）で認定した所望の効果を得られると当業者において認識で
きる程度に具体例を開示して記載したものとはいえない。

（６）ア　次に，本件明細書の発明の詳細な説明が，「分散度パラメー
タ」，「内部ヘイズ値（Ｘ）」及び「全ヘイズ値（Ｙ）」が第１構成要件及
び第２構成要件に規定される範囲内にあることと，得られる効果との関係の
技術的な意味が，本件特許の出願時において，具体例の開示がなくとも当業
者に理解できる程度に記載したものであるのか否かについて検討する。
　イ　本件明細書の発明の詳細な説明の前記（３）カの記載から，課題を解
決し，所望の効果を得るためには，透光性微粒子の分散状態が，光学機能層
中に均一分散している状態でも凝集している状態でもなく，均一分散と凝集
の中間的な状態である必要があることを把握でき，「分散度パラメータ」が
当該透光性微粒子の分散状態を表すパラメータであることを理解できる。
　また，前記（３）キの記載から，表面での光拡散効果が大きくなるとコン
トラストが低下することから，式（２）がこのようなものを除外するための
構成要件であり，内部拡散効果が不充分だとギラツキが発現することから，
式（４）がこのようなものを除外するための構成要件であることを理解でき
る。
　しかしながら，これらの記載から理解できるのは，「分散度パラメー
タ」，「内部ヘイズ値（Ｘ）」及び「全ヘイズ値（Ｙ）」の値の変化による
「防眩機能，高コントラスト及びギラツキ防止の機能」の変化の定性的な傾
向にすぎないのであって，課題を解決し，「防眩機能，高コントラスト及び
ギラツキ防止の機能」を「バランスよく備える」（前記（４）ウ）という所
望の効果を得ることができる「分散度パラメータ」や「内部ヘイズ値
（Ｘ）」及び「全ヘイズ値（Ｙ）」の値が第１構成要件及び第２構成要件に
規定する「０．０４ないし０．２０」という範囲や式（１）ないし（４）を
満足する範囲であることは，前記記載をもってしても，具体例の開示がなけ
れば，当業者に理解できることではない。
　したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，「分散度パラメータ」，
「内部ヘイズ値（Ｘ）」及び「全ヘイズ値（Ｙ）」が第１構成要件及び第２
構成要件に規定される範囲内にあることと，得られる効果との関係の技術的
な意味が，本件特許の出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理
解できる程度に記載したものとはいえない。

（７）　なお，平成２９年５月２３日提出の意見書において，特許権者は，
「知財高裁　平成１７年１１月１１日判決　平成１７年（行ケ）第
１００４２号」（以下，「大合議判決」という。）が，「パラメータ発明」
を「特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式に
より示される範囲をもって特定した物を構成要件とするもの」と定義してお
り，従来の特許庁の審査基準が，このようなパラメータを「特殊パラメー
タ」と称しており，当該「特殊パラメータ」について，当該技術分野におい
て当業者に慣用されているものは該当しない等と定義がされていたところ，
本件特許発明は，「特殊パラメータ」を用いた「パラメータ発明」ではな
く，単なる数値限定発明であるから，大合議判決が求める厳格なサポート要
件の適用を受けないなどと主張する。
　そこで検討するに，特許権者が指摘する大合議判決の判示箇所の記載は，
「本件発明は，特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）をもって特
定した物を構成要件とするものであり，いわゆるパラメータ発明に関するも
のであるところ」であって，当該記載は，パラメータ発明の定義を示したも
のでなく，単に，特許権者がいう「特性値を表す二つの技術的な変数（パラ
メータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成
要件とするもの」は「パラメータ発明」に該当することを述べたにすぎない
と解するのが相当である。
　また，この点を措くとしても，特許権者が指摘する審査基準（旧基準）の
「特殊パラメータ」の定義は，請求項が「特殊パラメータ」による物の特定
を含む場合，発明の範囲が不明確となる（明確性要件に違反する）場合が多
いことを説明した記載における「特殊パラメータ」の定義であって，「パラ
メータ発明」の定義を記したものでないから，前記特許権者の主張はそもそ
も審査基準を誤認したものである。
　さらに，仮に，本件特許発明が，いわゆる「パラメータ発明」には該当せ



ず，単なる「数値限定発明」であるとしても，大合議判決が判示するよう
に，特許請求の範囲の記載が当該サポート要件に適合するか否かは，特許請
求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記
載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明
の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの
であるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出
願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも
のであるか否かを検討して判断すべきものと解されるところ，そもそも，
「分散度パラメータ」，「内部ヘイズ値（Ｘ）」及び「全ヘイズ値（Ｙ）」
の値に関して，本件特許発明が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によ
り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでなく，ま
た，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が本件特許の出願時の
技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでも
ないことは，前記（５）及び（６）で述べたのと同様であるから，本件特許
の請求項１ないし４の記載がサポート要件に適合していないことに何ら変わ
りはない。
　したがって，前記特許権者の主張は採用できない。

５　むすび
　以上のとおり，本件特許の請求項１ないし４に係る特許は，特許法３６条
６項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたもので
あって，同法１１３条４号に該当し，取り消されるべきものである。
　よって，結論のとおり決定する。

平成２９年　６月　９日

　　審判長　　特許庁審判官 中田 誠
特許庁審判官 清水 康司
特許庁審判官 河原 正

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この決定に対する訴えは，この決定の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は，その日数を附加します。）以内に，特許庁長官を
被告として，提起することができます。

〔決定分類〕Ｐ１６５１．５３７－Ｚ　　（Ｇ０２Ｂ）

審判長　　　特許庁審判官 中田　誠 8809
　　　　　　特許庁審判官 河原　正 9017
　　　　　　特許庁審判官 清水　康司 9011


